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は じめ に

筆 者 は ζれ まで,19世 紀 以 降 の フ ラ ン ス に

お け る 「精 神 薄 弱 児 ・者 」 の処 遇 につ い て検

討 を行 っ て きた.そ して,い ま まで わ が 国 で

はほ とん ど報 告 され る こ との な か った セ ガ ン

s6guih,E.o.(1818-1880)の ア メ リ カ 移 住

後 の ・フ ラ ン ス 国 内 の展 開 を調 べ た と こ ろ1・2・3),

ブ ル ヌ ヴ ィ ルBourneville,D.一E.(1840-

1909)と い う医 師 の幅 広 い 活 動 が 明 らか に な

っ た4・5).彼 は ビ セ ー トル 院 の 医 師 と し て,

院 内 に セ ガ ンの 方 法 を 受 け継 い だ 「精 神 薄 弱

児 」 の た め の 「学 校 」 を作 っ た.そ し て 国民

議 会 の議 員 とし て 「精 神 薄 弱 児 」 の た め の教

育 制 度 に 関 す る提 案 も積 極 的 に行 って お り,

1890年 代 に は 「特 殊 学 級 」 設 置 促 進 に 関 す

る 論 文 も公 に して い る6).ブ ル ヌ ヴ ィル は,

*ほ しの つねお 文教大学教育 学部

近代 フランス 「精神薄弱児」教育に深 くかか

わっていたのである.
一一方

,近 代 フランス 「精神薄弱児」教育 を

公教育 の中に初 めて位置づ けた法律・が1909

年4月i5日 法(以 下,1909年 法 と呼ぶ)・だ

といわれ る.、フランスの公教育制度を確立 さ

せた法律 は1881年 法および1882年 法である

が,こ れ らの法律 には 厂精神薄弱児」に関す

る規定 はなかった.そ の約20年 後 になっ'て

ようや く 「精神薄弱児」教育が確立 したので

ある.

ブルヌヴィルの活躍 した年代 と1909年 法

が成立す るまでの時期 はほぼ同一であるとい

える.は たしてブルヌヴィル と1909年 法 と

の関係はどのようなものであったのであろう

か.、

本論文の 目的 は,こ のようにフランスの

「精神薄弱児」教育 に重要な位置 をしめてい

ると考えられるブルヌヴィル とフランス 厂精
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神薄弱児jの教育制度の確立を法律で裏付け

た1909年法の成立との関わりを検討するこ

と，つまりこの法律の制定に医師ブルヌヴイ

ルはどのように関わっていたのだろうかとい

う点を検討することである.

この目的のために本論文を以下のように進

める.

I プルヌヴィルの「精神薄弱児」教育に

関する構想、

II 1909年法の内容

皿 1909年法の成立の経過

W プルヌヴィルと 1909年法

本論を進めるにあたり，今回は主として

Fardeau， M.とWeygand，Z. (1991)7)の論

文に基づいて展開する.

I ブルヌヴィルの「精神薄弱児」

教育に関する構想

まずプルヌヴィルの「精神薄弱児」教育に

関する考え方，教育観，そして教育制度に関

する提言はどのようなものだ、ったのだろうか.

ここではFardeau，M. et al.では，このこ

とについて次のように記述している8)

「白痴性と変質性の子どものための一連の

戦いにおいて，プルヌヴィルがそのような子

どものための教育の設立の要求を表示したの

は1892年である.彼は，共和国社会の絶対

的な義務として白痴児と変質児の援助と処遇，

教育について判断をくだした.初期には，精

神病院の分野で-強い言葉ではなかったがー

すべての異常児は病人あるいは不具者として

警察の監禁でなくて科学と医学によって引き

上げられることを認識されねばならないこと

を認めさせる戦いをした.彼は障害児のため

のたくさんの施設や学校を作り拡張すること

ができた，そしてこの施設の中で医学一教育

学治療の原則を展開した.彼は，複数の県に

またがる白痴性，テンカン，遅滞のための精

神病施設の設置を要求した.それを彼は精神

病院-学校 (asiles-ecoles) と名づけ，後援

組織に基づき設置を勧めた.しかし，すべて

の革新的な考え方は計画の状態にとどまるが，

最も敏感な結果はビセートル院の子ども部門

が徐々に混雑の程度を増していった.

彼は“醜悪な監獄"と記されているところ

の内部の生活条件を改善するために戦った.

そして文書，報告書，訪問を増やした.彼は

子どもを郊外あるいは地方へ移送することを

あきらめた.長期にわたる考慮の末，家での

援助はまずい結論と考え，この意見に戻りそ

れを奨励した.1890年以降に彼が遺棄され

た子どものために通常の学校に付属した学級

の創設にむけた運動を行い，パリの 5区一こ

こで彼は国会議員に選出されているーと 6区

でこの恩恵に浴することのできる子どもの人

数を調査をしたのはこのような意味があるの

だ.1895年からは，学校教育の義務制，盲

児や聾児のために現存する施設と類似のもの，

外国の実例をよりどころとした:“初等教育

の義務制はこのような子どもの援助，処遇と

教育の視点、に新しい議論を提供した彼は

この付属学級が精神病院-学校と同じ方法を

使うことを望んだ そこに配属される女子教

員は盲児や聾児のための施設で研修をし，看

護婦の授業に従う…この計画をこの時もはや

大臣ではなかったレオン・ブルジョアにまか

せるとができなかったのだが， 1895年セー

ヌ県の教育長に訴えたのはこの考えであった.

1894年以降彼の示唆により，異常児の世

話をしている者を招集し，運動がこうして発

展した:会議，報告，知事，代議士，上院議

員への書簡，会議への介入，請願:1894年

にブルヌヴイルは公的扶助と慈善の全国会議

に請願を作成し， 1900年子どもの保護のた

めのパリ国際会議で繰り返した.J 
ここにはプルヌヴィルの「精神薄弱児」教

育に対する考え方と彼の活動が描かれている.

まず，ブルヌヴィルの基本的な態度， r精
神薄弱児J(ブルヌヴイルの言葉では「白痴

児と変質児J)教育は「警察jの取り締まり
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によってではなく科学と医学によって解放さ

れねばならないという信念，つまり医学と科

学を中心に考える態度は一貫しているようで，

彼の一連の活動例えば，医学教育の改革・病

院の世俗化に対するブルヌヴィルのはらった

努力にも通じるものである9)• 

また，ピセートル院やヴァレ財団での実践

をしながらブノレヌヴィルの「精神薄弱児J教

育制度に関する基本的な考え方は次のような

順番に変化をしている.

1 精神病院-学校 asile-ecoleという名の

施設の設置

2 通常の学校に併設された学級の創設に

むけた運動

3 外国の実践例をよりどころにした創設

の働きかけ

この通常の学校に併設された学級はあくま

で精神病院-学校と同じやり方で行われ，ま

た配属される女子教員は盲児や聾児のための

施設で研修し，看護婦の授業に従うなどとの

考えを示した.

次ぎに， 1909年法とはどのような内容を

もっ法律であるのか，関連法をふくめて，こ

れまでいくつか報告されている 10，11，12).こ

こでは，大井・津田の翻訳を参考にする.

II 1909年 4月 15日法について

この法律の名称は，原文では Loidu 15 

Avril1909 Relative a la creation de classes 

de perfectionnment annexees aux ecoles 

elementares publiques et des ecoles 

autonomus de perfectionnement pour les 

enfants arrieres遅滞児のための公立初等学

校併設の養護13)学級と独立養護学校の設立

に関する 1909年4月15日法である(以下，

本論では慣例に従い 1909年法あるいは 1909

年4月15日法とよぶ)

1. 1909年 4月15日法の内容

全部で 15条から成っており，逐条で見てい

第 1条市町村と県の要請により男女の遅滞

児(lesenfants arrierees)のために以下

のような内容のものを設置できる.

1) 公立初等学校に付設した養護学校

(Des dasses de perfectionnement 

annexes aux ecoles elemenntaires 

publiques) 

2) 半寄宿学校と寄宿学校を含む独立した

養護学校 (Desecoles autonomes des 

perfectionnement) • 

学校と独立学校の施設はすでに公立初等教

育の施設である.

第 2条付設養護学級は 6歳から 13歳まで

を対象とする.

独立養護学校はそれに加えて 16歳まで

教育を続け初等教育と職業教育をおこなう.

養護学級の生徒で 13歳になっても職業

につくことができない場合は，養護学校に

入学することができる.

家庭で教育するには重度過ぎる子どもの

場合は寄宿制がのぞましい.

第 3条 いかなる養護学級も異性の子どもを

受け入れてはいけない.

独立学校は，男女の二つの部門を監督下

に置くことができる.

第 4条養護学級と養護学校創設時の最初の

設備，備品および拡充のために政府によっ

て認められる補助金は， 1885年 6月20日

法の第7条で定められている比率による.

この事業は，公教育省によって承認され，

規則に従い受け入れられた計画にそって実

行されなければならない.

第 5条養護学級と養護学校の経常的経費は，

創設した県および自治体が負担する.

第 6条市町村は，関係する市町村の同意を

得て，他の市町村の地域に養護学校を創設

することができる.

独立養護学校がそれを創設した県あるい

は市町村と同一の県，同一の市町村に位置
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しない場合には,教 育法の実施 に関する権

限を実行する主務官庁 は,下 記 の第11条

を留保し,前 期の行政機関が位置している

県あるいは市町村 の当局でる.

第7条 養護学校 と付設学級で働 くよう任命

された校長,教 員は,公 立小学校の職員 と

同じ,あ るいはそれ以上の権利 を与 えられ

る.

寄宿舎の舎監の職務を彼 らにゆだねるこ

とができる.

校長 は公教育相によって任命される.

学級 を担当する教員 は,大 学視学官によ

って推薦され,知 事によって任命 される.

彼 らは,遅 滞児教育のために定められた特

殊免許状 を有する候補者の中か ら優先的に

選ばなければならない.

県立の寄宿舎の舎監 は,そ の長 によって

推薦 され,知 事によって任命される.

第8条 養護学校 と付設学級の職員は,法 定

の給与に加えて,彼 らが しなければならな

い余分のサービスのために,手 当あるいは

現物での優遇 を受ける.

遅滞児教育のために定められた特別な免

許状 を有する職員は,彼 らが養護学校 ある

いは付設学級で働いている問,恩 給積立金

を差 し引 き,300フ ランの付加給与を受け

る.

第9条 付設学級あるいは独立学校の創立に

関す る公教育省の決定 は,そ のそれぞれに

対 してその組織の機能 について特別な条件

を定める.す なわち,

一それぞれの部 に入学させ る生徒の最大

定数:
一一週間の教育 を行う曜 日,授 業時間と

日課

一教師が さまざまな学級 と部門で働 く条

件

第10条 養護学校の寄宿 と半寄宿 は県あるい

は市町村の判断による直接的管理で運営す

ることができる;そ れ らは,管 理が一切の

責任 を負 う施設の長 にゆだねられるという

契約 によって,校 長の判断によって運営さ

れることができる.

それ らの契約 は,知 事の先決的勧告に基

づき,公 教育省 の承認を受 けた後にのみ執

行 され る.契 約の変更について も同様であ

る.

おのおのの施設における寄宿 と半寄宿の

経費 として,家 族が負担すべ き最大限の負

担金 と,財 源は,知 事の勧告により,県 議

会あるいは市議会の議決をへて,公 教育省

において定められる.

第11条 養護学級 と養護学校は次 に示す条

件に従わなければならない.

11886年10月30日 の法律第9条 によ

って定 められた条件 によって行われる監査.

2創 設 した市町村,あ るい は創設 した

県によって行われる医学的な診査,診 査は

ひ とりひとりの児童について行われ,少 な

くとも学期 ごとに検査 される.そ の観察は,

個人の学業 と健康の記録簿 に記録 される.

第12条 初等教育視学官,養 護学校の校長あ

るいは教員 と医師か ら構成 される委員会は,

公立小学校 に入学させることができないか,

あるいは止まることができないで,も し教

育が家庭で も与 えられない としたら,付 設

学級あるいは養護学校 に入学を許 される子

どもが どんな子 どもかを決定する.

家族の代表が常 に子 どもの検査を援助す

るために招かれる.

第13条 保護委員会が,そ れぞれの養護学校

について作 られる.委 員会の委員は,知 事

の勧告に基づき,も しその施設が市町村立

であれば,市 町村長の勧告に基づ き公教育

省によって任命される.

婦人が必ずそれに加わる.

もし,そ の施設が市町村の ものであれば

市町村議会によって,そ の施設が県のもの

であれば県議会によって,任 命される理事

会が,各 養護学校について設立される.理
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事会 は常に,公 教育相の代理人,そ の施設

が置かれている県知事の代理人 と,少 な く

とも一名の医師を含む.

第14条 公教育省の最高会議の勧告によって,

布告 される省令 と訓令が,教 育のプログラ

ムと特別な免許状の獲得の条件の性質を決

定する.

第15条 次の条件については,法 的な管理規

定によって規定 される.

養護学校 と付設学級で雇用 される補助教

員,作 業主任 と作業指導員の賃金

養護学校 と寄宿舎 の従業員 と用務員の国

の年齢年金手帳の所持 と定期的払い込みの

強制

また,4月15日 法 の施行に伴 ない,同 年

にはい くつかの関連法規 も出された.こ れら

の関連法規 は4月15日 法で明 らかにされた

「精神薄弱児教育」の基本方針 を具体 的に運

用 してい くための規定である.次 のようなも

のがある.① 遅滞児教育 の免許状 に関す る

1909年8月14日 の政令 ②遅滞児学級 の定

員 と日課 に関す る1909年8月17日 の省令

③養護学校 に関する1909年8月25日 の訓令

1909年 法 を概観すれば,「精神薄弱児」教

育は公立初等教育の一環であり,教 育する場

合は学校教育 である.前 章で指摘 したように

ブルヌヴィル とが抱いていた医学 と結び付い

た学校構想 との関連 は全 くみられない.ま た,

対象 とする障害については比較的軽度 といえ

るだろう.つ まり,第2条 にみられるように,

職業教育が柱 になっており,職 業 に就 くこと

が前提なのである.そ して,そ れがで きない

場合には養護学校の対象 となる.こ のことは,

養護学級 と学校では前者 よりも後者の方が障

害の程度の重いものが対象 となっているよう

である.

III1909年 法成立 までの過程

1.ブ ル ジ ョ ア委 員 会 につ い て

前 に も述 べ た よ う に,1881年 と1882年 の

公教育法には,厂精神薄弱児教育」の規定は

な く,そ のままの状態で時間は過 ぎていった.

国 として本格的な取 り組みは,1904年10月

4日 の 省 令 に お い て 文 部 大 臣 シ ョ ミェ

Chaumi6が 「初 等 教育 の義務制 に関 す る

1882年3月28日 法の規定 を異常児enfants

anormaux(盲 児,聾 唖児,遅 滞児など)に

適応する条件 を検討するための委員会」を設

けた ことに始まる.こ れが,委 員長の名 を取

りブルジョア委員会 と呼ばれる委員会であ り,

その活動が1909年 法の制定 に大 きな影響 を

与 えた といわれ る.第1条 には,1882年 法

を 「異常児」に適応する条件を検討するとい

う委員会の目的が掲げられている.

第2条 にその構成メンバーが明示されてい

る14).()内 は法令 に書かれている肩書で

ある.

L60nBourgeoisレ オ ン ・ブルジョア(国 民

議会議員,元 文部大臣,委 員長)

Baguerバ ゲ(ア スニ エール県立聾唖学 校

長)

B6dorezベ ドレ(セ ーヌ県初等教育長)

Binetビ ネ(ソ ルボンヌ大学心理学研究実験

室長)

Bournevilleブ ルヌヴィル(医 師,公 的扶助

上級委員会委員)

Brumanブ ルマン(評 定官,内 務省の県市町

村行政局長)

CharcotMarcelシ ャルコ マルセル 〈公教

育視学総監)

CohenJacquesコ アン ジャック(法 務医師,

内務文化省官房次官)

Collignonコ リニ ョン(国 立聾唖学校校長)

Gasquetガ スケ(文 部省初等教育長)

Jostジ ョス ト(公 教育省名誉視学総監)

Lacabeラ カブ(パ リ初等視学官)

Malapertマ ラペール(ル イ ・ル ・グラン高

校,哲 学教師)

Mesureurメ ジュルー『ル(パ リ公的扶助管理

総務部長)

1
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MonodHenriモ ノ ・アンリ(内 務省公的扶

助および衛生の長)

Robinロ バン(パ リ国立盲学校長)

Saint-Sauveurサ ンーソヴ ァー(内 務省慈善

施設局局長)

Straussシ ュ トラウス(上 院議員,公 的扶助

上級委員会委員)

MlleStupuyス テユピュイ嬢(パ リの幼稚園

の園長)

Gauraudゴ ロー(医 師,委 員会の事務担 当)

この委員会 のメンバー表 か らは,1904年

10月4日 の法令の中にはっきりとブルヌヴ

ィルの名前 は刻 まれ,1909年 法 の骨子 を作

成 したブルジョア委員会のメンバーの一人で

あることが確認された.

ブルジョア委員会の構成人数 はは上記20

名 である15).ま たその構成 メンバーの肩書

をみるとブルヌヴィルとは数少ない医師の一

人であり,他 はほとんどが教育 ・心理学関係

と行政関係者である.

Fardeauら によると,こ の委員会 の政 治

的位置づ けは,厂委員会 は,実 際には急進左

翼 と急進社会主義のメンバーか らのみ構成 さ

れてお り議長には満場一致でレオン ・ブルジ

ョアが選任 された.」 とある16).

この委員会の任務 は,厂(1)異常のさまざま

な形態 と程度が認められる特徴を決定するこ

と,(2)一 般的な調査によって異常児の概数 を

明らかにすること,(3)開 設が必要 とされる特

別な学校のタイプを定めること,(4)用 い る教

育学的方法少な くとも大筋において明 らかに

すること,(5)新 しく教員養成を研究すること,

(6)必要経費1こついての国及び町の問の適正な

配分を研究すること」などであった17).

2.国 民議会での論議

ブルジョア委員会が三年弱の時間をか けて

答申を行い,そ れをもとに首相のブ リアンに

が1907年6月13日 に提案 し,国 民議会で可

決されたのが1909年 であった.

国会における審議の様子はFaudeauM.6'

α乙に描かれてある18).

「会期 中,議 論は基本的には医師 と財界人

に よってなされ,共 和国連合1'UnionR6-

qublicaine(中 道左 派centregauche)に 属

するアルノー ・ドゥノアArnaudDenoix医

師の側から特 に次のような批評 と反対意見が

聞かれた:厂 この法 は特別な財政 をもってお

らず,と ても少数の子 どものために資本を投

資することになり,-底無しの散財 になるだろ

う」 と.子 どもに関 して は,"教 育可能 なも

の"だ けを考慮 し,は っきりと精神病理学 に

属 している子 どもは"施 設に戻 さ"な くては

ならない(Cazeneuveカ ズヌーヴ医師),あ

るいは,さ らに身体的視点では正常である遅

滞児のみを示すべ きだという声が大 きくなる

のを感 じた.

多 くの発言者 は,町 のために"要 求 され

た"田 舎 を見ることの不安 にもかかわらず,

田舎 に特別な学校 を設置 し限られた人数を男

女別 に分けるとが不可能であることを強調 し

た.

要するに,右 派 と中道 はこの計画は財政委

員会 の前 に戻す ことを要求 していた.(そ れ

に対 し推進派の)反 応 は慎重であった:併 設

養護学級 と養護学校の設置計画は任意な もの

にすぎず,設 置数は限定 し,財 政法に基づ く

学校建設のための補助金が承認 され(ド ゥメ

ルグDoumergue),こ の計画 は穏 やかで慎

重で費用 もかか らないと繰 り返した(シ ュ ト

ラウスStrauss).委 員会への差 し戻 しに反

対 の採決 は,政 治学的な き裂 をあ らわに し

た:民 主的左派,急 進的左派,急 進社会主義

派 と共和連合 はそれに反対 し,右 派 と共和左

派の大部分(中 道右派)は 賛成の票決をした.

これは,上 院の討論の中でも最 も重要な投票

であった.」

かな り複雑な政治情勢の中で19)こ の法案

は可決されたことが明らかになった.
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IV1909年 法の成立 とブルヌ ヴィル

前章IIIで確認 したようにブルヌヴィル は

1904年 に設置 されたブルジョア委員会のメ

ンバーであったのだが,FardeauM.θ'磁

によると,「一度 として彼(著 者注:ブ ルヌ

ヴィル)の 名前は,議 論 に表れず,こ の法に

捧 げられた本文の中にも掲 げられていない.」

20)と1909年 法の成立へのかかわ りが確認さ

れなかったこと,暗 にこの法案の作成にブル

ヌヴィルが遠ざけられていたことを指摘 して

いる.

ブルヌヴィルは,厂精神薄弱児」教育 に対

し独 自の構想をもち長 く運動 と活動を展開 し

ていたにもかかわらずなぜ このような事態に

なったのであろうか.こ の原因 として,Far-

deauM.θ ≠砿 は,ブ ルヌヴィル とブルジ ョ

ア委員会のメンバーであったビネらの勢力等

にビネらが中心に活躍した 「子 どもの心理学

的研究 のための 自由協会laSoci6t6Libre

Pourl'EtudePsychologiquedel'Enfant(S.

LE.P.E.)」21)と の確執 をFardeauは 指摘

してい る.Fardeauは また,ブ ル ジ ョア委

員会 は 「ビネ とシモンに支配 されていた」22)

と直接のメンバーでもないシモンの名をあげ

記 述 し て い る.MoniqueVIAL,J.

GATEUAXら の研究者 たち も1909年 法成

立 におけるブルヌヴィルの無視の事実を指摘

してお り,同 じようにビネや この自由協会 と

の確執を原因の一つを考えている23).

ブルヌヴィル とビネの考え方の相違点をあ

げる.

まず,対 象 とする者の障害の程度のことが

まず指摘できるだろう.ブ ルヌヴィルが ビセ

ー トル院で教育をしてきた子 どもたちを新 し

い制度の中では対象外 とする意向がビネの側

にはあったようである.

ビネは初めか ら 厂病院にいる精神薄弱児」

を教育の対象に考慮に入れなかったのだろう

か.「教育連盟 と自由協会の研究紀要を注意

深 く検討す るとレオン ・ブルジョア委員会が

設置 された1904年 以前 この懸念(著 者注:

いわゆる重度の 「精神薄弱児」に教育をする

ことに関する疑問)は 出現 していないことを

証明 している.」24)に もかかわ らず委員会の

設置 された以降 は,厂 ビネとシモンは,完 全

に読むことができない子 どもに何年もかけて

文字を学習させ る必要はないと考 え,rき わめ

て単純に"病 院の異常児の排除"を 提案 して

いる.」 というFardeauM.,θ'畝 の記述があ

る.

また両者の相違点では使用 している言葉の

違い もある.「精神薄弱児」を教育する学校

と学級 に冠 している言葉 について は,1909

年法でがPerfectionnement,ブ ルヌヴ ィル

はSp6cileを 用いている.ビ ネ は上述のよう

に 厂精神薄弱児」教育からは病院にいる者を

対象か ら外 し,あ くまで対象を教育可能な者

に限ることを考えおり,そ の時に 「精神薄弱

児」 をもつ家族の傷つきやすい感受性 を害さ

ないように,間 接的な表現 をビネが示唆した

ともいわれ る25).

FardeauM.θ'磁 はさらに;ビ ネの側から

の個人的な攻撃 の具体例 をあげている.「関

心事の軸が徐々に,主 にアルフレッド・ビネ

とテオ ドール ・シモンの活動のもとに移動し

ていった:そ れ と平行 してブルヌヴィルの活

動が段々 と目に見えて減少 していき,つ いに

は隠蔽 された.ま ず,彼 は個人的な攻撃の対

象 となったばか りでなく,ビ ネとそのほかの

人々の側か ら一直接あるいは間接的に一科学的

な攻撃の対象 となったというべきである.異

常児にあまりにも没頭 した"愛 撫"に ついて

彼を裁判 に引 き立てるまでになった.と りわ

け,ビ セー トル院の精神病院一学校の有効性

について信用を失墜させることに努めた.か

かった費用 と施設を退寮 した成人の職業的な

その見返 りの間の不一致を強調 した.も はや

白痴児,変 質児については語 らな くなり,や

がて全 くふれることがなくなった.治 療につ
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いてはもう話をしなかった.学 校の施設の効

率を語るようになった:ビ ネ とシモンは,完

全に読むことがで きない子 どもに何年 もかけ

て文字を学習させる必要はないと考え,き わ

めて単純 に"病 院の異常児の排除"を 提案 し

ている26).

ビネ,シ モンらの自由協会 との関係 につい

てFardeaμM.6'磁 は,さ らに次のように

述べている.

FardeauM.θ'磁 はブルヌヴィル とビネら

の勢力 との争いについて 「ブルヌヴィルは排

除され,そ の関心事は遠ざけられ,改 革の精

神 はゆがめ られ た.1909年 には引退 して数

年たち,そ の力 は弱 くなっていた.こ の法律

の採択の1カ 月後には彼 は亡 くなったのであ

る」27)と厳 しい言葉 を使っている.

以上が,「 ブルヌヴィルの活動が変えられ,

覆い隠されていったしくみである.事 実,目

標は学校の安上が りを促進するため,エ リー

トを形成するための教育創設になった…知能

の測定は一種の社会的予防になった」28)

そして,ブ ルヌヴィルが 厂排除」 されたこ

とについて,「懐柔 と排除の物語 りはブルヌ

ヴィルが初めてで はない.そ の前には,ヴ ァ

ランタン アユイが ロシアに出発せねばなら

なかったし,ブ ルヌヴィルがその追悼文を起

草 した偉大なる先駆者 たるE.セ ガ ンはアメ

リカに移住せねぼならなかった.そ してそこ

で認められ敬服 された.」 と結んでいる29).

Vま とめ

1909年 法成立にブルヌヴィル はほ とん ど

直接的には関与することはなかった,す なわ

ちブルヌヴィルの意向は1909年 法 に反映 さ

れることはなかったと考えられる.よ りきつ

い言い方をすればブルヌヴィル排除によって

もたらされたといえるだろう.

そのように考 える根拠 は,ま ず対象 とする

子どもの障害について指摘できるだろう.つ

まりブルヌフヴィルが教育の対象 と考 えてい

たのはどちらか というと 「重度」であり,彼

らを受け入れる組織 としては 「病院一学校」

であった.そ れは,医 療 と教育の複合体であ

る.し かし,1909年 法で は教育可能 な子 ど

もたちであり,「病院対象 の異常児」は除い

てある.そ して,学 校 は病院 とは切 り離され

た純粋 な学校組織である.あ くまで学校教育

主体の体制であった.

次に,使 用されている言葉か らもそのブル

ヌヴィル排除の意図を指摘で きる.ブ ルヌヴ

ィルの言葉では,「病院一学校」「特別学級」

であ り,一 方1909年 法で は,ビ ネが作成 し

た といわ れ る.「養護Perfectionnement学

校」「養護Perfectionnement学 級」で ある.

何故,こ のようにブルヌヴィルが排除 され

たのか.何 人かの研究者が指摘するようにビ

ネや自由協会 との確執 をまずあげられ るだろ

う.当 時,「 精神薄弱児」教育の主流 となっ

たビネらに対 し,公 教育の学校 とは別の病院

内の 厂学校」で実践 を行っていたブルヌヴィ

ルの力関係の変化,さ らに1906年2月1日

にはビセー トル院を定年退職 したブルヌヴィ

ルの影響力の低下もまた遠因 と考えられるだ

ろう.

今回は,ブ ルヌヴィル と1909年 法の成立

とい う主題 を主 としてFardeau,M.et

Weygand,Z.(1991)の 論文に拠った.1909

年法の成立にブルヌヴィルはほとんどかかわ

ることがな く,彼 らの言葉を使 えば,ビ ネら

に 「排除」された とい う論旨はMoniqVia1

やGateux,M.ら のものと大 きな違い はない

ようである.今 後,彼 女 らの一連の研究の紹

介 とともに,そ の後,1909年 法で謳われた

「精神薄弱児」教育 における学校教育中心主

義の方針が現在の学校教育 と医学部門 との融

合 という特徴に至った ことの経緯 と論理を明

らかにしなければな らないと考える.
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